
◎社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う

ための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一

部を改正する法律 
（平成二八年一一月二八日法律第八六号）   

一、提案理由（平成二八年一〇月二五日・衆議院総務委員会） 

○高市国務大臣 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための

地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案につきまし

て、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 世界経済の不透明感が増す中で新たな危機に陥ることを回避するためにあらゆる政策

を講ずることが必要となっていることを踏まえ、地方税に関し、所要の施策を講ずるた

め、本法律案を提出した次第であります。 

 以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 その一は、地方消費税率引き上げ時期の変更などの改正であります。地方消費税の税

率引き上げの施行日の変更及び消費税に係る地方交付税の率の変更などを行うこととし

ております。 

 その二は、地方法人課税の偏在是正措置の実施時期の変更などの改正であります。法

人住民税法人税割の税率の引き下げ時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃

止時期の変更などを行うこととしております。 

 その三は、車体課税の見直しの実施時期の変更などの改正であります。自動車取得税

の廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更などを

行うこととしております。 

 そのほか、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長を行うこととし

ております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

二、衆議院総務委員長報告（平成二八年一一月八日） 

○竹内譲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査 

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、地方消費税率引き上げの実施時期を平成三十一年十月一日とするとともに、 

法人住民税法人税割の税率引き下げの実施時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置 

法の廃止時期の変更、自動車取得税の廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における 

環境性能割の導入時期の変更、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延 

長等所要の措置を講じようとするものであります。 

 本案は、去る十月十八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付 

託されました。 

 委員会におきましては、同月二十五日高市総務大臣から提案理由の説明を聴取し、二 



十七日から質疑に入り、十一月一日これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採 

決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しま 

した。 

 なお、本案に対して附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二八年一一月一日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 地方消費税率の引上げの再延期に当たっては、社会保障の充実に係る施策の実施に

関し、国の責任において安定財源を確保し、地方公共団体の財政運営に支障を来すこ

とのないよう、地方交付税原資分も含め、必要な財政措置を確実に講ずるなど、地方

に負担を転嫁しないこと。 

二 地方税の税源の偏在是正については、不断に取り組むことが重要であることに鑑み、

実施することが適当と認められるときには、必要な措置を講ずること。 

三 地方消費税率の引上げ時に導入される自動車税及び軽自動車税への環境性能割につ

いて税率区分を設定するに当たっては、廃止される自動車取得税に見合う財源が確保

されるものとし、地方財政に影響を及ぼすことがないようにすること。 

右決議する。 

三、参議院総務委員長報告（平成二八年一一月一八日） 

○横山信一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、世界経済の不透明感が増す中で、新たな危機に陥ることを回避するため

にあらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、地方消費税率引上げの

実施時期を平成三十一年十月一日とするとともに、法人住民税の法人税割の税率の引下

げの実施時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止時期の変更、自動車取得

税の廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更、個

人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長等の措置を講じようとするもの

であります。 

 委員会におきましては、消費税率引上げ時期の変更と地方の社会保障財源確保の具体

策、地方財政計画策定に係る論点に対する見解、地方交付税法定率の引上げの必要性、

今後の車体課税の在り方等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、民進党・新緑風会を代表して伊藤孝恵委員、

日本共産党を代表して山下芳生委員、希望の会（自由・社民）を代表して又市征治委員

より、それぞれ反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 



 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二八年一一月一七日） 

 政府は、本法施行に当たり、地方公共団体の行政需要の増大、引き続く厳しい地方財

政の状況等に鑑み、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

一、地方消費税率の引上げの再延期に当たっては、社会保障の充実に係る施策の実施に 

関し、国の責任において安定財源を確保し、地方公共団体の財政運営に支障を来すこ 

とのないよう、地方交付税原資分も含め、必要な財政措置を確実に講じ、地方に負担 

を転嫁しないこと。 

二、地方税の税源の偏在是正については、不断に取り組むことが重要であり、必要な措

置を講ずること。 

三、地方消費税率の引上げ時に導入される自動車税及び軽自動車税の環境性能割につい

て税率区分を設定するに当たっては、廃止される自動車取得税に見合う財源を確保し、

地方財政に影響を及ぼすことがないようにすること。 

四、地方税については、地方財政の自主性・自立性を保障するとともに、安定的で充実

した財源の確保を可能とする地方税制の構築を図ること。 

 右決議する。 


